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東日本大震災以降，沿岸被災地で建設が進む防潮堤の在り方が議論されてきた．防潮堤建設の根拠とな

る海岸法には守るべき海岸とは何かが定義されず，同様に防潮堤も何を守ろうとしているのかが明確では

ない．本研究では海岸法成立の過程を分析することで，「海岸」という言葉がどのように扱われたのかを

明らかにすることを目的とした．その結果，省庁間の合意形成を優先するために防護の対象から背後地が

切り離され、結果として「海岸」も曖昧な表現にせざるを得なかったことが明らかになった．  
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1. はじめに 

 

東日本大震災における津波被災地では、現在防潮堤の

建設が進んでいる。この防潮堤については「生命と財産

を守る」ためという説明が住民に対してなされてきたが、

一方で建設が進む場所の中には、防潮堤の建設により居

住地がほとんどなくなるような地域や、あるいは高台に

しか人が住んでいないような地域も含まれており、一部

地域では事業の妥当性に関する議論が起こっている。 

この防潮堤建設の根拠となっているのは、昭和 31

（1956）年制定の海岸法であり、ここではその目的につ

いて「津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動によ

る被害から海岸を防護し、もつて国土の保全に資するこ

とを目的とする」とされている。ところが、防護される

「海岸」に関する定義は明示されていない。 

現在、防潮堤の建設に関して住民と行政の間で齟齬が

生まれているのは、津波から何を守ろうとしているのか

が曖昧であることが要因の 1つだと考えられるが、そも

そも何故海岸法では守るべきものの定義がされなかった

のだろうか。そこには海岸管理が包含する問題の難しさ

が反映されているのではないだろうか。 

これまで海岸法に言及した研究は少なくないが、当初

の成立過程や「海岸」の定義について掘り下げたものは

殆どみられないようである。しかし今後予想される南海

トラフ地震等の津波対策を進めていく上で、これまで何

を守ろうとしてきたのかを再確認する作業は重要であろ

う。それを象徴するのが海岸法であることから、本研究

では昭和31（1956）年に成立に至った海岸法に関する国

会における議論を分析する。そして、海岸法において何

故「海岸」が定義されず曖昧な表現になったのか、その

背景を明らかにすることを目的とする。 

 

 

2. 堤防という前提 

 

「海岸法」の歴史は昭和 25（1950）年に遡る。戦後の

国会会議録を見る限り、昭和 25（1950）年 7月 27日第 8

回国会建設委員会において、「海岸法制定に関する陳情

書」が同委員会に送付されたことが記されているのが初

出である 1）。昭和31（1956）年、「海岸の管理に関する

基本法の制定に着手いたしましたのは、昭和二十五年で

ありまして、第十国会に海岸保全法案を提出すべく建設

省において諸般の準備を進めてきたのでありますが、関

係者間の調整がつかず、ついに提案の運びに至らなかっ

たのであります。その後参議院において議員立法として

第十五国会に提案されましたが、この法案も関係各省と

の調整がつかなかったために審議未了となったのであり

ます」2）と、海岸法案提出について建設事務次官が経緯

を説明しているように、紆余曲折を経て、最終的に成立

となるこの年までに 6年という長い経過を辿ることにな
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るわけである。 

同昭和 25（1950）年 11月 27日の参議院建設委員会で

は「地盤沈下、海岸浸食というような問題になれば、む

しろ災害の問題よりも事前にその対策をどう予防し鎮圧

して行くか、こういう問題になるのでありまして、それ

につきましては、現在海岸をどう管理維持し、それに対

する対策を立てて行くかという法的な基礎もないので、

むしろ海岸堤防法といったようなもので方策をとり上げ

て行くのが筋ではないかというので、研究を進めておる

問題の一つでございます」3）という建設省による説明が

されていて、この時期から海岸法に繋がる準備が進めら

れていることがわかる。 

この昭和25（1950）年にはジェーン台風により大阪湾

を中心として大きな被害があったが、それ以前より終戦

後の日本列島は毎年のように台風による大きな被害が続

いていた。台風が起因となる災害はさまざまなものがあ

るが、高潮による海岸部の被害も繰り返されていた。 

昭和 26（1951）年 1月 31日の建設委員会でも「海岸

堤防は御承知の通りに、昨年の台風以来方々におきまし

て問題が起きておるのでありますが、これに対しまして

は将来海岸堤防法あるいは海岸保全法というような法律

をお願いいたしまして、これを積極的に推進したい」4）

という発言がみられる。 

更に、この当時地盤沈下も大きな問題であった。昭和

21（1946）年に発生した南海地震により和歌山県や徳島

県などでは地盤沈下が起き、そのために「容易に防潮堤、

防波堤を海水が乗り越して困る」5）状況になっていた。

そして「高潮対策は海岸堤防の問題でございます」6）と

いう言葉にも表れるように繰り返される台風被害の中、

防潮堤の整備は喫緊の課題であった。 

このような背景のもと、昭和 26（1951）年 1月 31日

の衆議院建設委員会の中で建設事務次官は、国会に提出

したい法案として海岸管理に関する法律案を紹介し、そ

こで「海岸管理法案とかりに申しますか、これは御承知

の通り海岸堤防を中心にした考え方でありますが」と述

べている 7）。あるいは、同年 2月 16日の参議院建設委

員会では建設省河川局長が「昨年以来海岸堤防の脆弱の

ために起って来る災害が多くなって参りましたので、こ

れらに対しましても何らかの方策を講じなくちゃならん

ということから、海岸保全法を今議会に提出して、協賛

をお願いする」と話している8）ように、海岸法の出発点

とも言える時点において、内容としては堤防が大きな位

置をしめていたことがわかる。 

 

 

3. 堤防の所管 

 

昭和30（1955）年は比較的台風による災害は少なかっ

た年であった。それでも台風 22 号、23号による高潮で

海岸堤防に大きな被害が生じている。この被害について

建設大臣が「県の堤防と町村の堤防とが、何らの理屈な

しに、まちまちに入りまじっておったりして、今度も切

れた堤防がどこの責任なのかということが紛争の一つの

もとになっている」9）と述べているように、海岸堤防の

整備が求められながらもその所管は非常に入り組んでい

たようである。 

その入り組んだ様子について同日に他の委員も経験を

披露している。「私らがちょうど昭和十八年、瀬戸内海

の大潮害の時、議員として広島、山口に再度視察に行き

ましたが、帰ってきましてから、現地を見ましたときの

状況――あれはいろいろの所管になっておると思うので

す。干拓ですから、第一線の堤防が決壊しますと、裏が

水田でありますれば農林省の所管となる。また裏が国道

でありますと、あの当時は内務省でありまして、内務省

の所管になる。その裏が鉄道でありますと鉄道省の所管

になる。（中略）その裏にまた港湾というものがあり、

鉄道があり、それからまた塩田になるところがあると大

蔵省の所管になるものであります」10）。その発言に対

し建設大臣は「その後制度的に新しい進展がないわけで

して、やはりお話の通り、今までと同様に、建設省の分、

農林省の分、通産省の分というふうになっておりまして、

それを一括した責任とかいうふうなことがない」と、昭

和 18 年から所管の入り組んだ状況に変化がないことを

説明している 11）。 

昭和26（1951）年のルース台風による被害に関する会

議において「海岸堤防については管理の点で非常にあや

ふやなところがあることは御承知の通りです。おそらく

今後海岸堤防の復旧はどうなるか、またその所管がどう

なっておるかということで査定官も非常に苦しみ、また

実際直してもらわなければならぬ所あるいは直さぬでも

いい所というものの区別が非常にあいまいになると思う」
12）と訴えられているように、つまり海岸堤防の整備が

重要な課題でありながら所管が入り組んでいるために困

難になっていたこと、そして、責任の所在を明確にする

ためにも法整備が望まれていたことが窺える。 

 

 

4. 成立を阻むもの 

 

2.の前半で記したように、海岸法成立までの過程は簡

単ではなかった。「関係者間の調整がつかない」13）と

は具体的にどのようなものだったのだろうか。 

昭和 26（1951）年 10月31日の第 12回国会建設委員会

では法律案が成立しなかったことについて次のような答

弁がなされている。「海岸堤防の法的基礎がありません

ので、われわれの方では海岸堤防法を出してまとめて行
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きたいというつもりで、一応案をつくって各省と相談し

たわけでありますが、結局主張が非常にまちまちであり

まして、妥協の点まで参らなかったのであります。その

ために海岸堤防法がお流れになったというのが実情であ

ります」。その各省の主張とは建設省としては「建設省

が今まで手をかけて」いた「ものは建設省でやるべき」、

農林省としては「農林省として農地の保護をすべき海岸

堤防は」農林省でおこなうといい、また「港湾区内の海

岸堤防は」運輸省港湾局の所管であるであるというもの

だという 14）。 

あるいは昭和 28（1953）年 10月 5日の水害地緊急対

策特別委員会でも「先年建設省並びに農林省が、海岸保

全法というものをつくって善処しようと思ったけれども、

両省のセクショナリズム的な闘争のために遂にこれがつ

ぶれてしまって、そのままに放置してある」15）と述べ

られているように、結局は省庁間の縄張り争いであった。 

昭和27（1952）年、海岸保全法案が提出され、審議が

行われた。その中での議論は以下のようなものである。 

同年 12月 10日の建設委員会では法案について「建設

省の立場から、いわゆる国土保全の立場から納得できな

い」という声があがっている。そして「農地保全をする

目的のところはこれを農林大臣の主管にする」とされて

いるが、完成したものについては「その維持管理は当然

建設省に移すべきものである。建設省の存在意義そのも

のが国土保全にあるという、その思想を強力に主張いた

しまして」、「土地埋立てあるいは干拓によるところの

堤防が、建設が終わりましてから五箇年後にはこれを建

設大臣の所管に移すというふうに改正意見を申し出て」

いるという 16）。 

一方、昭和 28（1953）年 2月 5日の農林委員会では海

岸堤防の共管についての論議が起きている。もし農林大

臣と建設大臣による共管になったときに、堤防の維持管

理が建設省の所管になったとしても、「農林大臣として

は背後地の農地の維持、造成、管理の上から、当然その

砂防海岸堤防に対して必要な施設を要求する。しかしそ

れは予算や計画等の関係から、農林省の言う通りには行

かぬ。こういう問題が起って来ようと思うのです」、と

後日に紛争の種になるのではないかという指摘をしてい

る 17）。 

あるいは、同 28年 2月 19日の運輸委員会では「海岸

保全のためには」、農地や土地家屋と同様に「港湾の保

全をはからねばならない。従って海岸保全法案の中に港

湾の保全を目的とする場合を規定し、従来運輸大臣が行

って来た港湾内の海岸保全の責任を明定する必要がある」

と、海岸保全法案に修正を申し入れることを決定してい

る 18）。 

つまり建設省としては一元化を行いたいが、一方で運

輸省や農林省は既存の所管を失いたくはないということ

であったことがわかる。 

 

 

5. 消えた背後地 

 

昭和 27（1952）年、第 13 回国会に提出された海岸保

全法案は時間切れとなり、第 15 回国会に再提出された。

しかし、このときに法案が幾分変化している。原案の第

1章第 1条は 

「この法律は、高潮、強風、浸しょく、漂砂又は地盤

の沈下に因る災害から、海又は湖沼の沿岸及びその背後

地を防護し、もって国土を保全し、公共の利益を図るこ

とを目的とする」 

であったが、再提出された海岸保全法案の第 1章第 1

条では、 

「この法律は、高潮、強風、浸しよく、漂砂又は地盤

の沈下に因る災害から海岸（政令で定める湖沼の沿岸を

含む。以下同じ。）を防護し、もつて国土を保全し、公

共 の利益を図ることを目的とする」 

となり、「湖沼の沿岸」が「政令で定める湖沼の沿岸」

に変わり、また原案にあった「背後地」がなくなってい

ることがわかる。 

この法案の変化については建設委員会でも当然質問が

なされ、発議者である深水六郎は、「湖沼」については、

すべての湖沼を一律に適用の対象とするのではなく、干

拓を行っているような湖沼について政令で定めて対象と

するほうが妥当だと考えていると回答している 19）。 

また「背後地」を削除したことについて深水は以下の

ように興味深い説明をしている。「私たちの考えといた

しましては、当然背後地は防護するのだ。そうしてとに

かくこういうような自然的な災害から海岸を防護して国

土を保全するということは、当然それより背後の土地を

防護して、そうして国土の保全を図るということがこれ

は当然であるというような考えからしたのでございます

が、併しこれをもう少し申上げますと、まあ背後地とい

うのは保全のこれは目的と考えるべきではなかろうかと

思います。保全の対象とするということは妥当かどうか

というように考えている次第でございます」20）。 

このように保全の対象から背後地を切り離すことで、

背後地によらず、つまり背後が農地でも港湾でも民有地

であっても防護することが可能になる。更には建設省が

望むような一体的な基準による堤防整備も容易になると

考えられる。各省の顔を立てつつ法案の成立を目指した

結果ではないかと思われる。 

同年 3 月 10 日には建設委員会の中で、所管は「やは

り一つの官庁の建設大臣に属させる」方が適当ではない

かという質問に対して、深水は速記をとめた上でいきさ

つについて話している。その内容はわからないが、その
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後質問者が「ものにより妥協も結構でありますが、併し

妥協をしたためにその禍いがいつまでもある。これは非

常に警戒すべきこと」と応えている様子からしても、折

り合いをつけるための法案になっていたのであろうこと

が推察される 21）。 

しかし、これらの変更に対して農林委員会は反発をし

ており 22）、それが理由かは定かではないが、結局この

ときも海岸保全法は審議未了で成立しなかった。 

 

 

6. 海岸とはどこか 

 

前記した昭和28（1953）年3月3日の建設委員会では更

に興味深いやり取りがある。「この第一条の海岸、この

海岸の定義を一つはっきりさして頂きたい」という質問

に対し、深水は「海岸というのは、通念的に言いますと

結局海面と陸地の接触面、こういうふうに解釈しており

ます」と答えている。この答えに対し質問者は納得がい

かず、「海岸も我々の通念で、あるじゃないかというこ

とだけでは法律を作るときには不親切だと思うのです。

海岸の定義を先ず明らかにしてかかってもらわんと困る

と思うのです。」と述べ、今度は河川局次長に同じ質問

を投げている。それに対し河川局次長は「海岸の定義を

我々としてもはっきりするかどうかという問題はいろい

ろ研究してみたわけでございますが、海岸といえばまあ

一般に海と岸の接触点、いわゆる海の岸というふうに、

その児のように読んで行くということにやっているわけ

でございます。あえて定義はいたしておりません。」と

返答している23）。 

繰り返しになるが、海岸管理に関する法律の成立は最

終的に昭和31（1956）の海岸法まで待たなければならな

い。そしてこの成立した海岸法の第1章第1条は、知られ

ているように、「この法律は、津波、高潮、波浪その他

海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もっ

て国土の保全に資することを目的とする」というもので

ある。海岸保全法案と多少文面は変わっているが、「背

後地」はないままである。そしてこの折の審議でも同じ

ように「海岸」の定義に関しての質問があった。このと

きの回答者である河川局次長は「海岸とは何をさすかと

いうことは、実はこの法律には特に明らかにいたしてお

りません」、「海岸の考え方は一般の常識に待つという

法の体系にいたしております」と答えており、これも昭

和28（1953）年の答弁とほぼ変わらない24）。しかしこの

第24回国会では審議は進み、4月24日の建設委員会では

全会一致で可決に至っている。 

省庁間の合意を得るために背後地によらずに防護をし

ていくと文面を変更したことにより、守るべき海岸もま

た明確にすることは不可能となった。その文面は踏襲さ

れ、同様に「海岸」についても変わらず曖昧な言葉で表

現せざるを得なかったのだろうと考えられる。 

 

 

7. まとめ 

 

戦後の日本は毎年のように台風による大きな被害があ

り、そのため海岸堤防の改良や整備は切実な課題であっ

た。しかも海岸堤防の所管は非常に入り組んでおり、ま

ずは責任者を明確にする必要があって、そのためにも法

整備が求められていた。ところが、堤防を一元管理した

い建設省に対し、農林省や運輸省などは従来の所管を損

なうことを嫌がり、省庁間の合意形成は難しく、法律の

成立には時間がかかっていた。そのような経緯のもと、

昭和27年第13回国会に提出された海岸保全法案の第1章

第1条の文面と第15回国会に再提出された同文面では変

化があり、当初の原案では防護の対象とされていた「背

後地」が再提出では削除されていたことを明らかにした。

これは省庁間の合意形成を優先しつつ、海岸堤防等の一

体的な整備を可能にするための方策であったと思われる

が、そのために守るべき「海岸」も曖昧なものとなった

ことも示した。 

このような成立の経緯により、海岸法における「海岸」

は背後地に依らず守るべき線となり、ひいては、背後地

に依らず海岸沿いに連続線として建設されている現在の

防潮堤へと繋がってきたのではないかと考えられる。 
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TREATMENT OF THE WORD “SEACOAST” 

 IN THE ENACTMENT PROCESS OF THE SEACOAST ACT. 

 

Chise NISHIWAKI, Makoto OKUMURA 

 
After the Great East Japan Earthquake, construction of the seawalls  has generated a lot of discussion.  It 

is a curious thing, in the seacoast act., which is basis law of constructing of seawalls, there is no definition 

of the word “seacoast”. This paper analyses the historical arguments about the seacoast act. in the diet. 

Results show that the land area behind the seawalls was excluded from objects protcted by seacoast act. for 

building consensus among ministries. And revealed that as a result, the word “seacoast” also should be an 

ambiguous word. 
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